
別 紙 

第 370 回三木市議会臨時会提出議案の概要 

 

 第 370 回三木市議会（令和 4 年 5 月 13 日開会）に提出する議案 5 件（専決処分

の報告 3件、人事案件 1件、補正予算関係 1件）の概要は次のとおりです。 

 

1 専決処分の報告関係 

(1) 報告第1号 三木市税条例の一部を改正する条例の制定について（税務課） 

ア 改正理由 

 地方税法の改正に伴い、三木市税条例を改正する必要があるため。 

イ 改正内容 

(ア) 土地に係る負担調整措置 

景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置につ 

いて、激変緩和の観点から、令和 4年度に限り、商業地に係る課税標準額

上昇幅を、評価額の 2.5％（現行５％）とする。 

(イ) 地方税法を引用している規定について、条ずれの整理を行う。 

ウ 施行期日 

令和 4年 4月 1日 

 

(2) 報告第 2号 三木市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

（税務課） 

ア 改正理由 

  地方税法の改正に伴い、三木市都市計画税条例を改正する必要があるため。 

イ 改正内容 

(ア) 土地に係る負担調整措置 

景気回復に万全を期すため、土地に係る都市計画税の負担調整措置につ 

いて、激変緩和の観点から、令和 4年度に限り、商業地に係る課税標準額

の上昇幅を、評価額の 2.5％（現行５％）とする。 

(イ) 地方税法を引用している規定について、条ずれの整理を行う。 

ウ 施行期日 

令和 4年 4月 1日 

 

(3) 報告第 3号 三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて（医療保険課） 

ア 改正理由 

  地方税法施行令の改正に伴い、三木市国民健康保険税条例を改正する必要



 

 

があるため。 

イ 改正内容 

国民健康保険税の基礎課税分及び後期高齢者支援金分に係る課税限度額

を引き上げる。 

項目 現行 改正後 

基礎課税分 63万円 65 万円 

後期高齢者支援金分 19万円 20 万円 

介護納付金分 17万円 改正なし 

ウ 施行期日 

令和 4年 4月 1日 

 

2 人事案件 

  第 35 号議案 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

氏  名 経  歴 

石 本 成 史 現：三木市代表監査委員（1期目） 

 

3 補正予算関係【別添「令和 4年度 5 月補正予算（案）の概要」参照】 

  第 36 号議案 令和 4年度三木市一般会計補正予算（第 2号） 

 

 

 問い合わせ 三木市総合政策部企画政策課 

        電話 0794-82-2000（内線 2481） 

 



令和 4年度 5月補正予算（案）の概要 

 

 

新型コロナウイルス感染症による消費の落ち込みからの回復及び社会情勢の変化

により物価高が急激に進む中での市民生活支援のため、商店街等が実施するお買い物

券事業を県市協調により支援するなど、緊急に必要な経費について補正予算を編成し

ました。 

 

1 予算の規模 

                     （単位：千円） 

会 計 名（補正号数） 補正前の額 補正額 計 

一 般 会 計 (第 2 号) 34,310,515 72,970 34,383,485 

 

2 補正予算（案）の内容 

【一般会計】 

(1)プレミアム付き商店街お買い物券の発行を支援（県市協調）  72,970 千円  

【産業振興部 商工振興課】 

新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みを回復するため、市内

の商店街等が実施する、お買い物券の発行を支援します。 

なお、プレミアム率は県の補助対象 20％に市独自の 10％を上乗せして 30％と

します。 

実施主体 
発行予定数・ 

販売価格 

利用期間 

（予定） 

三木市商店街連合会 

（サンロード商店街振興組合、明盛商

店会、ナメラ商店会、名店街プリン

スロード商店会） 

20,000 セット・ 

1 セット 1万円 

(千円券×13 枚)  

R4.9～R4.10 

 

 

あわせて、吉川町商工会が例年実施しているプレミアム付き商品券についても

10％を上乗せして 20％とします。 

実施主体 
発行予定数・ 

販売価格 

利用期間 

（予定） 

吉川町商工会 

2,000 セット・ 

1 セット 1万円 

(千円券×12 枚)  

R4.7～R4.12 

 

令 和 4 年 5 月 6 日 

記 者 発 表 資 料 

総 務 部 財 政 課 



令和４ 年５ 月臨時市議会 提出議案 

 

令和4年5月13日 議員提案 

議員提出議案 

第 １ 号 
三木市議会委員会条例の一部を 改正する条例の制定について 

会派構成に変更が生じたため、「議会運営委員会の運営に関する申合せ」に基づ

き協議した結果、議会運営委員の定数を「６人」から「７人」に改める。 

 


